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地球温暖化防止活動推進センター事業費補助金交付要綱　新旧対照表 

 改正後 改正前

 地球温暖化防止活動推進センター事業費補助金交付要綱 

 

第１条　略 

 

第２条　県は、地域における地球温暖化防止活動の基盤形成や取組の推進を

図ることで、もって地球環境保全に資することを目的として、国が定める

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域における地球温暖化防止活

動促進事業）交付要綱（平成 26 年 4 月 1 日付け環地温発第 14040122 号）

及び地域における地球温暖化防止活動促進事業実施要領（平成 26 年 4 月 1

日付け環地温発第 14040123 号）並びに一般社団法人地球温暖化防止全国ネ

ットが定める令和８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域に

おける地球温暖化防止活動促進事業）交付規程（令和８年４月７日付け地

温全第 26040701 号）に基づき、高知県地球温暖化防止活動推進センターが

実施する事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。  

 

第３条～第 15条　略 

 

（県内発注） 

第 16条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達によ

る地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。 

 

（情報の開示）  

第 17 条　補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年

地球温暖化防止活動推進センター事業費補助金交付要綱 

 

第１条　略 

 

第２条　県は、地域における地球温暖化防止活動の基盤形成や取組の推進を

図ることで、もって地球環境保全に資することを目的として、国が定める

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域における地球温暖化防止活

動促進事業）交付要綱（平成 26 年 4 月 1 日付け環地温発第 14040122 号）

及び地域における地球温暖化防止活動促進事業実施要領（平成 26 年 4 月 1

日付け環地温発第 14040123 号）並びに一般社団法人地球温暖化防止全国ネ

ットが定める令和７年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域に

おける地球温暖化防止活動促進事業）交付規程（令和７年４月８日付け地

温全第 25040801 号）に基づき、高知県地球温暖化防止活動推進センターが

実施する事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。  

 

第３条～第 15条　略 

 

 

 

 

 

（情報の開示）  

第 16 条　補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年



2 / 5 
 

改正後 改正前

 高知県条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１

項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとす

る。 

 

附　則  

１　略 

２　この要綱は、令和９年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第７条第４号から第７号、第 10

条第３項、第 13 条、第 14 条及び第 17条の規定は、同日以降もなお効力を

有する。 

 

附　則 

この要綱は、令和５年６月 13日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和６年５月 16日から施行する。 

 

附　則 

この要綱は、令和７年５月 12日から施行する。 

 

附　則 

この要綱は、令和８年５月 18日から施行する。 

 

 

別表第１（第４条関係）　略 

 

高知県条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１

項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとす

る。  

 

附　則  

１　略 

２　この要綱は、令和９年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第７条第４号から第７号、第 10

条第３項、第 13 条、第 14 条及び第 16条の規定は、同日以降もなお効力を

有する。 

 

附　則 

この要綱は、令和５年６月 13日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和６年５月 16日から施行する。 

 

附　則 

この要綱は、令和７年５月 12日から施行する。 

 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係）　略 
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改正後 改正前

 別表第２（第６条、第７条関係）　略 

 

別記 

第１号様式（第５条関係） ～　第９号様式（第 11条関係） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第６条、第７条関係）　略 

 

別記 

第１号様式（第５条関係） ～　第９号様式（第 11条関係） 略 
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改正後 改正前

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２～３　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２～３　略 
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改正後 改正前

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙５～６　略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙５～６　略


